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 各市町村児童福祉主管課長 様 

 

                                        群馬県生活こども部 

                       私学・子育て支援課長 廣田 暢実 

 

群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」に基づく警戒レベル 

及び要請について（依頼） 

 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日々状況が変わる中で、適切に御対応いただ

き、感謝申し上げます。 

 さて、令和４年１月１１日（火）に開催しました、第７２回群馬県新型コロナウイルス感染症

対策本部会議において、別添のとおり、群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂

版）」に基づく要請（１月１２日（水）以降）を行うことを決定しました。 

 それに基づき、行動基準の警戒レベルを１月１２日から「警戒レベル２」に引き上げることと

なりました。なお、今回の警戒レベル引き上げにより、通常保育等への対応が変わるわけではあ

りません。 

 実施期間は、令和４年１月１２日（水）から１月２５日（火）までとなります。 

 各市町村におかれましては、貴管内の保育所、認定こども園、放課後児童クラブに対し、再度、

下記事項に留意し、適切な感染拡大防止対策を講じるよう御指導をお願いいたします。また、県

保健福祉事務所や市町村衛生担当部局と連携を図りながら、適切に御対応いただきますよう併せ

てお願いいたします。 

 なお、令和３年４月２３日付け厚生労働省事務連絡「緊急事態宣言が発出された地域における

保育所等の対応について」により、保育所、放課後児童クラブ等については、感染防止策を徹底

しつつ、原則開所とされています。ただし、地域の状況に応じ、登園自粛要請等の御対応をお願

いいたします。 

 

記 

 

○管内保育所等の園児・児童・職員に感染者・濃厚接触者が疑われる場合 

  地域を所管する保健所（県保健福祉事務所）に連絡・相談をお願いします。 

○管内保育所等の園児・児童・職員の感染が判明した場合 

  地域を所管する保健所（県保健福祉事務所）が行う感染症法に基づく、積極的疫学調査等に 

協力するよう管内保育所等に周知をお願いします。 

○管内保育所等に臨時休園等を要請した場合 

   臨時休園とした場合でも、医療関係業務に従事する保護者等で保育サービスの利用が必要と 

なる場合には、子どもを少人数に分け、小規模で保育を行うなど、必要に応じて対応の検討を 



お願いします。 

○管内保育所等に従事する職員の方へのお願い 

これまでも十分に感染防止に取り組んでおられるところですが、改めて別紙の点に留意して

いただくように周知をお願いします。 

 

  ※  群馬県緊急事態措置に基づく要請についての詳細は､別添「新型コロナウイルス感染拡大防 

  止のための群馬県の緊急事態措置（１月１２日（水）以降の措置）」を御確認ください。 

   また、最新の県内感染状等況については、県 Web ページ「新型コロナウイルス感染症対策

サイト」、「新型コロナウイルス感染症まとめページ」等を御覧ください。 

 

 

                      事務担当：子育て支援係・保育係 

                                      Ｔ Ｅ Ｌ：027-226-2622（子育て支援係） 

                           027-226-2626（保育係）



別紙 

 

保育所等に従事する職員の方へのお願い 

 

１．一般的な感染症対策（手洗い等により手指を清潔に保つ、手で目・鼻・口を触らない、室

内の定期的な換気など）を行ってください。 

 

２．健康管理（十分な睡眠・休養、栄養バランスのよい食事、適度な運動など）を心がけてく

ださい。 

 

 ３．出勤前に各自で体温を計測し、発熱等の風邪症状が見られる場合には、出勤をしないこと 

   を徹底してください。 

 

 ４．感染経路を明らかにするとともに、濃厚接触者の把握及び健康観察を行うため、行動記録 

   の作成をお願いします。 

 

 ５．感染を疑うようなことがあれば、ためらわずに、かかりつけ医や群馬県受診・相談コール 

   センターに相談してください。 

 

 ６．県内における市中感染が広がっておりますので、外出の際には、外出先の感染防止対策の 

   実施状況を確認いただく等の対応をしてください。 

 

 ７．県外への移動は、十分注意してください。特に国の緊急事態措置及びまん延防止等重点措

置の対象都道府県への不要不急の往来は慎重に判断してください。 

  （1/9～：広島県、山口県、沖縄県） 

 

  ８．新型コロナワクチンは、接種後に副反応が起きることがありますが、新型コロナの発症と 

  重症化を予防する高い有効性が認められています。ぜひ積極的に接種をご検討ください。 

   ※接種は強制ではなく、本人の自由です。 

 

 ９．着用するマスクは、可能な限り防御効果の高い不織布マスクを使用してください。 

 

10. 友人、知人を招いてのホームパーティーや大人数での会食、飲み会は感染リスクが高まる

ことから慎重に判断してください。 

      



群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」に 

基づく要請について（１月１２日（水）以降） 

１ 要請を開始する日 

  令和４年１月１２日（水） 

要請期間：１月１２日（水）０時～１月２５日（火）２４時 

 

２ 要請する区域 

群馬県内全域 

 

３ ガイドライン警戒レベル 
警戒レベル「２」：３５市町村 

 

 

 

 

 

【参考】ガイドラインにおける「各警戒レベルにおいて想定される要請」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※具体的には４以降の要請をご確認ください。 



４ 県民の皆様への要請 

 以下の事項について協力を要請します。 

 

（１） 外出・県外移動について 

・３つの密となるような感染リスクの高い店舗や場所の利用は、十分注意してく

ださい。 

・県外への移動は、十分注意してください。 

・特に、国の緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の対象都道府県への不要不

急の往来は慎重に判断してください。 

（1/12～：広島県、山口県、沖縄県） 

※国の基本的対処方針に変更があれば、その時点で本要請の対象都道府県も変

更となります。 

・外出の際は「（３）「新しい生活様式」等の実践について」に掲げる事項を厳

守してください。 

（基本的な感染対策の徹底、３つの「密」の回避、換気の実施と適度な保湿） 

 

（２）イベント等の開催、参加について【法第 24条第 9項】 

［収容率と人数制限の考え方］ 

収容率 人数制限 

大声での歓声、声

援等がないこと

を前提としうる

もの 
 

飲食を伴うが発

声がないもの 

大声での歓声、声援

等が想定されるも

の 

○収容定員まで 

（感染防止安全計画を策定し県の

確認を受けた場合） 

○5,000人又は収容定員 50％以内 

のいずれか大きいほう 

（感染防止安全計画を策定しない

場合） １００％以内 ５０％以内 

 ※収容率又は人数制限の小さいほう 

 ※感染防止安全計画は 5,000人超かつ収容率５０％超のイベントに適用し、「大

声なし」が前提 

 

 【参加人数】次の人数上限及び収容率要件による人数のいずれか小さい方を限

度とします。 

 

【人数上限】 

ア 収容定員が設定されている場合 

感染防止安全計画を策定している場合は、収容定員を上限とします。 



（感染防止安全計画を策定していない場合は 5,000人又は収容定員 50

％以内のいずれか大きいほうを上限とします）。 

イ 収容定員が設定されていない場合 

次の【収容率要件】、ア、イにおける｢収容定員が設定されていない場 

合｣の例によります。 

 

【収容率要件】 

ア 大声での歓声、声援などがないことを前提としうる場合 

収容率の上限を 100%とします。 

（ア）参加者の位置が固定され、入退場時や区域内の適切な行動確保が

できる場合は、収容定員までの参加人数とします。 

（イ）参加者が自由に移動できるものの、入退場時や区域内の適切な行

動確保ができる場合 

・収容定員が設定されている場合は、収容定員までの参加人数。 

・収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間

隔（人と人とが触れ合わない間隔）を空けることとします。 

 

イ 大声での歓声、声援などが想定される場合 

収容率は、次のとおりとします。 

（ア）参加者の位置が固定され、入退場時や区域内の適切な行動確保が

できる場合 

・前後左右の座席との身体的距離を確保し、収容定員の 50%まで

の参加人数とします（座席間は 1席（立席の場合できるだけ 2m、

最低 1m）空けること）。 

（イ）参加者が自由に移動できるが、入退場時や区域内の適切な行動確

保ができる場合 

・収容定員が設定されている場合は、収容定員の 50%までの参加

人数とします。 

・収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との間隔（で

きるだけ 2m、最低 1m）を空けていること。 

 

   ※大声での歓声、声援の定義は「観客等が、通常よりも大きな声量で、 

反復・継続的に声を発すること」とし、以下のような事例を指します。 

 

○観客間の大声・長時間の会話 

○スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱 

（得点時の一時的な歓声等は必ずしも大声にあたるとは限りません。） 



 

・イベントの開催にあたってはイベント開催等における必要な感染防止策の徹底

と業種別ガイドラインの遵守をお願いします。 

・参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超のイベントの開催を予定する場合に

は、そのイベントの感染防止策等について県に安全計画を提出してください。 

 なお、参加人数が 5,000人超かつ収容率 50％超に該当しないイベントを主催さ

れる際には県 HP にて公開している感染防止対策等についてのチェックリスト

に必要事項記入の上、イベントHP等で公開してください。 

・主催者が存在しない中で多数の人が集まる季節の行事（ハロウィン、クリスマス、大

晦日、初日の出等）に参加される場合は、基本的な感染防止策を徹底してくだ

さい。また、基本的な感染防止策が徹底されていない季節の行事への参加は控

えるとともに、特に、自然発生的に不特定多数の人が密集し、かつ、大声等の

発生を伴う行事、パーティー等への参加は控えてください。 

 

（３）「新しい生活様式」等の実践について 

・「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじ

めとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。 

・政府専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、及び新型コロナウイ

ルス感染症対策分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」を参

考に、３つの「密」状態を回避するとともに、日々の生活を見直し、新たな感

染防止策を実践してください。 

・感染防止策として、基本的な感染防止対策の実施に加え、換気の実施及び適度

な保湿をお願いします。 

 

（４）その他 

・変異株に対しても基本的な感染防止対策（マスク・手洗い・換気など）が重要

であり、更なる徹底をしてください。 

・飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、スポーツ観戦など

で大声を出したりすることは控えてください。 

・友人、知人を招いてのホームパーティーや大人数での会食、飲み会は感染リス

クが高まることから慎重に判断してください。 

・大学等におけるクラブ活動での感染防止策の徹底をお願いします。 

・会食などで飲食店などを利用する場合は、座席間隔の確保や換気などの３密予

防、従業員や利用者の手指消毒といった感染防止策に積極的に取り組んでいる

店舗を利用してください。 

・接触確認アプリ（COCOA）のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナ

ルサポート」を積極的に活用してください。 



 

５ 事業者の皆様への要請 

  以下の事項について協力を要請します。 

 

（１） 感染防止対策の徹底について 

 ・業種別ガイドラインの遵守をお願いします。【法第 24条第 9項】 

 ・すべての事業者において、別表で掲げる感染防止対策例や、業界団体等で作成

した感染拡大予防ガイドライン等を踏まえながら、適切な感染防止対策の徹底

をお願いします。また、感染防止対策をホームページや SNS、店頭での掲示な

どにより利用者に明示してください。 

・県独自の「ストップコロナ！対策認定制度」への申請・登録を積極的に進めて

ください。 

・業界団体等においては、業種や施設の種別ごとのガイドラインを作成し、所属

事業者や関係事業者へガイドラインに沿った感染防止対策の徹底を促すよう

お願いします。 

※１ 政府が公表している「業種別ガイドライン」や、本県が示す「各業界・施設毎の感染症

対策ガイドライン作成例」を参考としてください。 

※２ 業界団体からガイドラインが示されていない業種の事業者や、業界団体等が存在しな

い業種の事業者についても、上記のガイドラインを参考として、適切な感染防止対策の

徹底をお願いします。 

・高齢者施設や病院等での直接面会は、十分に注意し、オンラインでの面会も活

用してください。また、従事者への適切な感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

（２） 勤務形態等について 

 ・「新しい生活様式の実践例」を参考に、テレワークやローテーション勤務、時

差通勤、オンライン会議の開催など、人との接触を減らすための取組を更に実

践してください。 

 ・「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう、実践

例も活用してください。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣

室、喫煙室等）に注意してください。 

 

（３） その他 

 ・従業員などが体調不良を訴えた場合には、休暇の取得を促し、併せて、速やか

な医療機関への受診を促してください。 

・従業員に対し、会食などで飲食店などを利用する場合は、感染防止ガイドライ

ンなどに基づいて感染防止策を講じているなどの店舗を利用するよう促して



ください。 

・接触確認アプリ（COCOA）のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナルサ

ポート」を、従業員やお客様に対して積極的に活用するよう促してください。 

・感染の恐れのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施

設名を自ら公表して利用者に検査や受診を呼びかけること等に協力してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【別表：適切な感染防止対策例】 

※以下に掲げる対策例以外にも、それぞれの施設の状況や営業の形態等に応じ、 

適切な感染防止のための対策を実践してください。 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


